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慶應法学第７号（2007：３）

ハンス・ヨアヒム・ヒルシュ
井田　良／訳

翻訳

ヨーロッパ諸国の刑法の相互調和をめぐる諸問題

Ⅰ.

１．1957年の欧州共同体設立条約の当初の規定においては、刑法について言及

されていなかった。ただ、欧州共同体は、その管轄が認められた領域におい

て、過料の制裁、したがって刑事刑法上の制裁ではないものを予定する秩序違

反法の規定を設けることができるとする旨の定めがあっただけであった。ただ

し、ここに認められた権限はかなり広範に用いられた。とりわけ競争法の領域

においてそうであった。数百万ユーロに及ぶ企業に対する過料というのも稀で

はなかった。

　欧州共同体は欧州連合に拡大されたが、そこにおける財産的利益の保護の要

求が高まるに連れて、1990年代初頭以降、刑法、それも行政刑法ではなく刑事

刑法に目が向けられることとなった。そのきっかけとなり、また今も大きな意

味を持っているのは、特に補助金詐欺の事例である。1995年には、加盟諸国は、

欧州連合の財政利益の保護のための協定に署名した。この協定により、加盟諸

国は、それぞれの国内法において、「欧州連合の財政利益」を害する「詐欺的

行為」を犯罪として規定することを義務づけられたのである。そのとき関心の

中心にあったのは補助金詐欺の処罰であるが、この協定により、1998年にドイ

ツの立法者は、補助金詐欺に関するドイツ刑法264条の規定を修正することを

余儀なくされたのである。

　1995年の協定には、これを補足する２つの議定書が付いており、これらも国
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内法整備のための法改正を求める規定を含んでいた。1996年にできた第１議定

書は、贈収賄に関するものであった。1997年の第２議定書は、特にマネーロン

ダリングと法人処罰についての規定を含んでいた。

　1997年には、アムステルダム条約の署名が行われた。これにより、これまで

の欧州連合のいわゆる「第３の柱」――すなわち、司法・内務分野の協力に関

する取り決め――の重要部分を「第１の柱」、すなわち欧州共同体設立条約の

中に編入することが行われた。アムステルダム条約により行われた改正後の欧

州共同体設立条約280条４項は、閣僚理事会は、加盟諸国における効率的かつ

均等な保護のために、「共同体の財政利益に向けられた詐欺的行為の予防と防

遏のために必要な措置」を取り決めることを定めている。ただ、この第４項の

第２文には、次のように規定されている。すなわち、「その措置は、加盟諸国

の刑法の適用およびその刑事訴追を妨げるものではない」というのである。こ

の新規定から果たしてどういう帰結が生じるのかをめぐっては見解の対立があ

る。何人かの論者は、この第２文は、共同体刑法ができても、これと並んで国

内刑法の関連諸規定が効力を持ち続けることを保障するものであり、競合する

ときは、国内法規定が特別法として優先的に適用されると述べている。他の論

者は、第２文を、刑罰法規の制定権限はもっぱら加盟国に残される趣旨のもの

として理解しようとする。後者の解釈のほうが採られるべきであろうと考えら

れるのは、次のような事情があるからである。すなわち、ブリュッセル委員会

が、この規定の次に280条ａとして、欧州検察官の制度の導入と並んで、明示

的にはっきりと、欧州連合による刑事刑法規定の制定権限を認める規定を新設

すべきことを提案したのであるが、2000年にニースで開かれた政府間会議にお

いて、この提案が採択されなかったからである。なお、2001年に欧州委員会が

発表した、いわゆる「グリーンブック」において詳しく述べられた欧州検察官

導入の提案であるが、これまでのところ、それが導入される見込みがどれだけ

あるのかにつき疑問視されているところである。

　2004年６月には、加盟国家の政府は、ブリュッセルでの首脳会議において、

欧州憲法条約の規定内容について同意した。署名が行われたのは、2004年秋の

翻訳（ヒルシュ／井田）
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ことであった。欧州憲法の条文の原案になったのは、フランス人が座長を務

める協議会で作成した2003年の草案である。欧州憲法条約を発効させるために

は、加盟国による批准が必要であり、その際に注意すべきことは、加盟国の

うちのいくつかの国については、国内法の要求により採択のため国民投票が行

われなければならないことである。周知のように、フランスとオランダの国民

投票では否決の結論が出され、いくつかの加盟国では、たとえばポーランドで

は、議会による批准が今のところ見込めないという状況にある。

　仮に欧州憲法を全体として発効させることができないとしても、しかし、こ

こ数年のうちに、条項の重要部分については施行されることとなるであろう。

なぜなら、そうしなければ欧州連合そのものがもはや立ち行かなくなってしま

うであろうからである。この憲法の条項のうちでわれわれの関心をひく部分に

ついて見ると、そこにおいては、ヨーロッパ諸国の刑法の相互調和がいかなる

方向に進むかが明らかにされていることが重要である。そこで、以下において

は、憲法の規定の中で、刑法と刑事訴訟法に関わる規定の内容について紹介し

たいと思う。

　欧州憲法草案は、「刑事に関する司法協力」と題する章を含んでいる（Ⅲ-270

条からⅢ-274条）1）。Ⅲ-270条によると、欧州連合での刑事における司法協力は、

各国の裁判所による判決等の裁判の相互承認の原則に基づいており、また、憲

法の列挙した領域における各国の法の規定および行政規定を相互に調整するこ

とまで内容に含んでいる。欧州法または欧州枠組み法により、欧州連合の全領

域における、あらゆる種類の判決等の裁判所の裁判が欧州連合において承認さ

れるためのルールと手続を定めようというのである。さらに、次のように規定

されている。こうした相互承認と、国境を越えた警察や司法機関の協力を容易

なものとするため、欧州枠組み法により、各国が最低限守らねばならないとこ

ろを定めることができるのである。それは、加盟国間における相互的な証拠使

1）注意すべきことは、憲法制定委員会によるもともとの憲法草案の条番号が、署名
以前の段階で変更され、ここに引用された条項となったことである。2003 年７月
18 日の草案においては、171 条以下に当該の規定があった。

ヨーロッパ諸国の刑法の相互調和をめぐる諸問題
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用の許容性、刑事手続において個人が有する諸権利、犯罪被害者が有する諸権

利、そして、その他の、以前から閣僚理事会によりヨーロッパレベルの取り決

めを通じて定められた刑事手続の特殊な側面に関わるものである2）。

　このように最低限基準のみを定めるというやり方は、加盟国の法的伝統や法

体系における種々の相違を顧慮しようとするものである。最低限の内容を定め

るのであるから、それぞれの国がその市民に対しより高いレベルの保護を維持

し、また導入することが妨げられるものではない。

　憲法Ⅲ-271条は、欧州枠組み法により、国境を越える意味を持つ特に重大な

犯罪の領域においては、犯罪の要件と刑罰の内容を定める最低限基準を決めて

よいものとしている。それは、犯罪の性質またはその影響において、または共

同の基盤に基づいてそれに対処すべき特別の必要性という点で国境を越える意

味を持つとされる犯罪のことである。その種の犯罪グループに入れられている

のは、テロリズム、人身売買、女性や児童の性的搾取、不法な薬物取引、不

法な武器取引、マネーロンダリング、汚職、支払手段の偽造、コンピュータ犯

罪、そして組織犯罪である。ただし、犯罪動向を考慮して、加盟国の政府の代

表からなる閣僚理事会は、欧州議会の同意を得た上で、全員一致で決定を行う

ことにより、先に述べた一般的な基準に該当する犯罪領域を新たに決めること

が可能だとされている。さらに、欧州憲法には、相互調整が行われた領域で欧

州連合の政策を有効に実現するために刑罰法規そのものの内容を相互調整する

ことが不可欠であるというときは、欧州枠組み法により、その領域における犯

罪と刑罰について定めるにあたっての最低限の基準を決めることができるとさ

れている3）。

　閣僚理事会の構成員には次のような権利が認められている。もし、欧州枠組

み法の法案が自分の国の刑法体系の根本的な部分に抵触すると考えるときは、

理事会がその問題を検討することを求める権利である。

　欧州レベルの制度としては、すでに存在する機関であるユーロジャスト

2）Ⅲ -270 条２項。
3）Ⅲ -271 条２項。

翻訳（ヒルシュ／井田）
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（Eurojust）4）および欧州検察官5）について規定されている。ユーロジャストは、

重大犯罪の訴追にあたり、加盟国のそれぞれの機関の相互協力を可能とする組

織である。欧州検察官について見ると、関連する憲法の条項には6）、欧州連合

の財政利益に向けられた犯罪行為に対処するため、欧州連合法によりユーロジ

ャストを基盤として設置することができるとされている。設置のためには、欧

州議会の同意を得た上で閣僚理事会における全員一致の決議が必要とされてい

る。欧州検察官は、当該の犯罪については、訴追、捜査、公訴提起について権

限を持つ。それは、各加盟国の管轄裁判所においてそれぞれの検察官と同じ役

割を担い得る7）。そればかりでなく、閣僚理事会は、欧州検察官を設置するこ

とを定める欧州連合法と同時に、あるいはそれが施行されてから後に、決定を

もって、欧州検察官の権限を拡大し、国境を越える意味を持つ重大犯罪に対応

する権限を持たせることができるものとされている8）。この決定のためには閣

僚委員会の構成員全員の一致が必要であるが、それ以前に欧州委員会の意見を

聴取することと欧州議会の同意を得ることが必要だとされている。

　最後に、実体法との関係では、「詐欺罪の防遏」のための特別な規定が存在

している。Ⅲ-415条４項によると、加盟諸国における効率的かつ均等な保護の

ために、欧州連合の法規定または枠組み法規定により、共同体の財政利益に向

けられた詐欺的行為の予防と防遏のために必要な措置を定めるものとされてい

る。

２．1990年代半ば以降、加盟国の刑法学者から構成される作業グループが、欧

州議会とブリュッセル委員会の委託を受け、欧州連合の財産的利益の保護のた

めの共通の刑法とすることを意図して包括的な草案を作成した。この草案は、

4）Ⅲ -273 条。
5）Ⅲ -274 条。
6）Ⅲ -274 条１項。
7）Ⅲ -274 条２項。
8）Ⅲ -274 条４項。

ヨーロッパ諸国の刑法の相互調和をめぐる諸問題
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関連する刑法各則の規定だけでなく、総則の規定および刑事制裁の領域と刑事

手続についても規定を含んでいる。この草案は、1997年に、「コルプス・ユー

リス」という立派な名前を付けて公表された。「コルプス・ユーリス」という

名称は、たしかに宣伝効果は高いであろうが、歴史上のコルプス・ユーリス、

すなわちローマ法大全のことを知っている人には大げさなものと感じられるに

違いない。部分的に改訂を施されたバージョンが1999年に発表されている。

Ⅱ.

　コルプス・ユーリスと呼ばれる草案は、35の条文からできている。

１．１条から８条は、刑法各則の規定である。すなわち、「欧州共同体の財政を

害する詐欺」「贈収賄」「欧州公務員の職務違背」「マネーロンダリングと盗品

関与」「共同体の財政を害する犯罪結社の形成」等の罪が規定されている。

　これらの処罰規定について見ると、草案の公表以来行われている学界での議

論においては、この草案で提案されているような包括的な法益保護は過剰な犯

罪化を意味するのではないかが問題とされている。その際、とりわけ刑事刑法

による処罰範囲を早い時点にまで拡大すること、すなわち、いわゆる抽象的危

殆化犯〔抽象的危険犯〕を導入することの問題、そして、財産犯における過失

処罰の当否の問題、背任類似の補助金使用の処罰の問題、さらに、欧州連合の

財産的利益に向けられた犯罪結社の形成を処罰することの問題などが議論され

ている。

　処罰の早期化への批判はそれ自体として妥当なものであるが、現在では国内

の立法者が処罰範囲をますます早期化する傾向にあるので、コルプス・ユーリ

スのような法提案に対する批判としてはインパクトが弱いかも知れない。しか

し、この批判は、犯罪結社処罰に関する特別規定の導入との関係ではなお可能

といえよう。この点での批判は一致して支持されている。とにかく、国内の立

法において、すべてのこれらの提案を無批判にモデルとすべきではないであろ

翻訳（ヒルシュ／井田）



95

う。コルプス・ユーリスの諸規定は、立法としての質の高さを示すものとはい

えない。ちなみに、そのことはこの草案における諸規定の配列が体系的でない

ことにも現れている。さらに、不満を感じさせるのは、第一条が「欧州共同体

の財政を害する詐欺」と名付けられているところである。ここでは損害が生じ

たことが要件とされておらず、従って既遂の詐欺が存在する必要がないにもか

かわらず、そのように呼ばれているのである。そのような用語法においては、

実質においては危険犯であるものが侵害犯のレッテルを貼られていることにな

る。

２．これらの犯罪構成要件に続く次の条文においては、「刑罰」の見出しのも

とに法的効果についての規定が置かれている。ここには、1999年にトリアの

ヨーロッパ法アカデミーで行われた学会で明らかにされたように、特に明白な

改善の必要性がある。正当にも、この学会の殆どすべての参加者から、大抵の

国々の刑法典において採られているような刑罰と処分の二元主義をはっきりと

採用すべきことが主張された。コルプス・ユーリスの規定を見ると、犯罪の用

に供したものや犯罪によって生じたものの没収や、公務の遂行の禁止などが規

定されているが、これらは、規定の文言に反して刑罰ではなく、実質的には保

安処分なのである。

　さらに批判の対象とされたのは、罰金刑に関する日数罰金制が採用されてい

ないこと、執行猶予や、犯罪行為により得られた収益の収奪についての言及が

ないことである。特に批判すべきものは、提案されている有罪判決の広告の制

度である（コルプス・ユーリス９条１項ｄ）。それはかつての犯罪者を「さらし

もの」にする制度を復活させるものといえよう。さらに、それにより処罰を受

ける者は経済的信用を失うことになるので、それは隠れた財産刑でもあろう。

このような規定が先進的な刑法の名のもとに提案されているのは本当に驚くべ

きことである。

　また、９条１項ａ）に規定された、犯罪収益の５倍の額の財産刑を科すとい

ヨーロッパ諸国の刑法の相互調和をめぐる諸問題
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う厳しい制度も批判の対象となる。その規定には、コルプス・ユーリスに挙げ

られたすべての犯罪9）に対する主刑は、自然人に関する限り、「５年以下の自

由刑および／または100万エキュ以下の罰金。ただし、罰金については、犯罪

行為に関係する額の５倍まで加重することができる」と定められている（なお、

「エキュ」とは、ユーロが導入されるまでの欧州連合における通貨単位であったもの

で、１エキュは１ユーロである）。

　量刑について言えば、15条にその基準があげられていることは評価できるこ

とである。その冒頭には、「量刑は、犯罪の重さ、個人の有責性、関与の態様

を考慮して行われなければならない。」と定められている。しかし、この文言

では、個人の責任が刑罰を限定するのか、それとも考慮されるべき１つの重要

な要素に過ぎないのかが明らかではない。

　16条に含まれる刑の加重に関する規定も批判されるべき内容を持っている。

それによれば、刑を加重すべき事情とは、まず、詐欺的行為において意図した

結果が発生したという事情である。また、詐欺の額または意図した収益額が20

万エキュを超えるという事情もそれにあたるとされている。しかし、それらの

事情が認められれば、原則として自由刑を科すべきだとするのは、殆どのヨー

ロッパの国の刑法では詐欺罪については罰金が多く適用されていることに鑑み

ても、あまりに硬直的なルールというべきであろう。さらに、意図した結果が

発生したことを加重事由にしている点については、多くの国の刑法ではそもそ

も結果が発生してはじめて詐欺既遂という原則類型が成立することを考慮すべ

きである。

３．a）　コルプス・ユーリスのこれに続く10条から14条には、刑法総則の犯

罪要件の問題についての断片的な規定が置かれている。そこには、コルプス・

ユーリスに含まれる各則規定による犯罪は、すでに批判したように重過失でも

足りるとされている共同体財政を害する詐欺罪を除いて、すべて故意により実

9）コルプス・ユーリス１条から８条。
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行されなければならないと規定されている。注目すべきことは、11条２項に禁

止の錯誤に関する規定があり、それはドイツ刑法の17条にきわめて近い規定と

なっていることで、フランス刑法典122-３条に含まれる規定をはっきりと超え

る内容を持っている。まさに今日では、正当にも、このような形での責任主義

の条文化は基本的な要求にそうものと考えられている。

　総則の犯罪要件の領域に関わる第３のポイントとして、「個人の刑事責任」

という見出しのもとに、刑事責任には、正犯者か、教唆者か、それとも幇助者

としてのそれがあると決められている。目を引くことは、間接正犯について述

べられていないことである。すなわち、その規定によれば、正犯者とは可罰的

行為を実行したか、または共同正犯者として犯罪実行に協働した者のみのこと

をいうとされている。同じように驚くべきことは、教唆となる諸事例がカタロ

グのように列挙されており、犯罪実行を単に要請するだけではただちには教唆

にならないとされていることである。しかし、ともかくコルプス・ユーリスが、

正犯と共犯を区別し、統一的正犯概念を採っていないことは歓迎すべきことで

ある。

　また、「企業体幹部の刑事責任」に関する特別規定もある。それは、指示に

従って行動する人が企業体のためにコルプス・ユーリスに列挙された犯罪行為

の１つを行った事例に関する規定である。さらに、「法人の刑事責任」も規定

されているが、これについてはすぐ次のところで取り上げたいと思う。

　コルプス・ユーリスに採り入れられた総則の犯罪要件に関する一連の規定に

対しては、議論において、被告人に不利な方向での類推の禁止の原則、刑罰法

規の不遡及の原則、軽い刑罰法規の遡及の原則がはっきりと条文化されなかっ

たことが批判の対象とされた。違法性阻却事由および責任阻却事由の領域につ

いては、少なくとも緊急避難の規定は設けられるべきであったといえよう。ま

た、英米法圏の刑法では厳格責任（strict liability）が認められた犯罪があるこ

とや、国際的には、未必の故意の事例の位置づけに不統一性があることから、

故意と過失の定義も欠くことができないように思われる。
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b）　少し詳しく検討する必要があるのが、すでに前に言及した「法人の刑事

責任」に関する規定である。よく知られているように、ヨーロッパ大陸法の刑

事刑法は、英米法圏のそれと異なり、伝統的に自然人の犯罪能力しか認めてい

ない。大陸法圏では、単に秩序違反法または行政刑法の領域においてのみ、組

織体の犯罪能力が認められていたのである。欧州評議会（Europarat）が1988

年に提案を行い、それが少し修正された形で後に1995年の欧州連合協定を補足

する1997年の第２議定書の内容となり、それに従って、いくつかの国々が英米

法のモデルを採用するに至った。とりわけ、オランダ、フランス、フィンラン

ド、そして部分的にはポーランドにおいても、法人その他の組織体の刑事責任

を肯定する制度が導入された。ドイツを含む他の国々は、なおこれに対し疑念

を持っている。

　およそ理論的に組織体の犯罪能力を肯定できないとする見解は、秩序違反法

または行政刑法の領域において、そこでも実質的には同様に刑事制裁を科して

いるのに、組織体の行為能力・責任能力・受刑能力が肯定されており、それに

対して何ら疑念が持たれていないことと相容れないといわざるを得ないであろ

う。むしろ問題は、実際的必要性があるかということと、法的要件を具体的に

どのようなものとするかというところにある。オランダ、フランス、フィンラ

ンドが法人その他の組織体に対する刑事刑罰を導入したが、その経験に照らす

と、実際的な意味はわずかなものにとどまっている。そして、英米法圏に目を

向けると、そこでは伝統的に民事上の責任概念と刑法における責任概念の区別

が不十分なものにとどまっており、まさにそのことが法人処罰規定の実際上の

運用を可能としている一因ではないかという印象を持つのである。英米刑法に

おいては、組織体の刑事責任を認めるにあたり、ヨーロッパでいえば損害賠償

法において民事責任を認めるときの基準が充たされればよいとされている。す

なわち、直接行為者がその組織体の代表者として行動したときには要件が充た

されるし、そればかりか、アメリカ合衆国法では、組織体の単なる代理人とし

て行動した場合でさえ要件が充たされるのである。そこでは、組織体全体が具

体的に責任を負う事情があるかどうかは問題とされない。
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　この間に若干のヨーロッパ大陸法諸国で導入された規定を見ると、この点に

ついての欠陥が認められる。そして、コルプス・ユーリスの規定（14条）も、

その同一線上にある。それは、組織体全体が具体的責任を負うかどうかという

ことにまったく言及もしていない。欠陥をさらに大きくしているのは、可罰性

を認められる範囲が、組織体の機関やその他の高いレベルの代理人が直接に行

動した場合に限定されるのではなく、アメリカ合衆国法のように、誰かが組織

体のためにその名義で活動すればもうそれだけで組織体に刑事責任が生じるも

のとされていることである。

　ドイツの立法者はまだ態度を決めていないが、おそらく、まだ機が熟してい

ないこの問題については、早急な立法を差し控えるべきであり、当面、法人

処罰を導入した国々が経験を蓄積するまで待つのがよいのではないかと思われ

る。

　ちなみに、すでに言及した1997年の第２議定書においては、加盟諸国は法人

等の組織体に対し制裁を科すにあたり、それが刑事刑法上のものである必要は

なく、それ以外のもの、特に秩序違反法による解決であってもよいとされてい

ることに注意する必要がある。ドイツの秩序違反法30条に法人等の組織体への

制裁が認められているが、それはその一例なのである。

４．　コルプス・ユーリスはその第2部において刑事訴訟法に関する規定を置

いている。そこには、すでに欧州検察官に関する詳しい提案が含まれている

（18条から25条）。それは、コルプス・ユーリスにおいて捕捉された経済犯罪の

訴追のためのものである。欧州検察官の制度は、１人の欧州検事総長と、各国

から派遣された欧州検察官たちとから成り、欧州検事総長はブリュッセルを勤

務地とし、欧州検察官たちはそれぞれの加盟国の首都所在地またはその他の一

定の裁判所所在地を勤務地とする10）。公訴提起については、欧州検察官の勤

務地がその管轄地域内にある加盟国の裁判所において、その国の刑事訴訟法の

10）コルプス・ユーリス 18 条３項。
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規定により起訴が行われる11）。欧州検察官は、管轄を有する国内の公務所と

並んで、判決の執行の指揮と監督についても責任を持つものとされている12）。

　欧州検察官の制度が本当に必要だとする意見もあり、欧州委員会により2001

年に編集され、コルプス・ユーリスの提案をかなりの部分において採用する「グ

リーンブック」がその見解である。しかし、「ユーロジャスト」の名称ですで

に存在する、重大な組織犯罪の防遏のための司法協力の調整機関があればそれ

で十分であるという意見もあり、見解の対立が見られる。すでに前述したよう

に、欧州憲法草案にはこの点について「設置することができる」とする規定を

置いているだけである。たしかに、このような、主権国家である加盟国の国家

機構の内部にまで直接に干渉していく制度の必要性が本当にあるのか、それと

も、それは欧州連合の官僚機構の膨張現象の１つの現れにすぎないのかはきわ

めて疑わしいところである。

　コルプス・ユーリスの27条は、上訴として管轄の国内裁判所への控訴を規定

している。第１審で一部無罪または全部無罪の判決が出されたときには、欧州

検察官にも控訴の権限が認められている。欧州裁判所は、加盟国または欧州委

員会または当該の法的案件が係属する国内の裁判所の求めに応じて、一定の要

件のもとで、コルプス・ユーリスの規定の適用に関する審査権限を有するとさ

れている13）。

　特記すべきことは、一事不再理の原則をすべての加盟国に及ぼすことを明記

していること14）と、無罪の推定について特に規定していること15）である。

　問題を含んでいるのは、欧州勾留状〔拘禁命令〕（Europäischer Haftbefehl）

の制度と証拠使用の禁止に関する規制である。この欧州勾留状は、コルプ

ス・ユーリスにより捕捉された犯罪、すなわち経済犯罪の領域に限定されてお

11）コルプス・ユーリス 22 条。
12）コルプス・ユーリス 23 条。
13）コルプス・ユーリス 28 条。
14）コルプス・ユーリス 23 条４項 b）。
15）コルプス・ユーリス 31 条１項。
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り16）、欧州検察官の請求に基づいて出されるものであるが17）、未決勾留の要

件と規制に関するスタンダードが加盟国により区々であることと、犯人引渡し

法の要請と衝突すること、特に自国民の引渡しの憲法上の禁止があることが深

刻な問題を生じさせる。この点については、最近動きがあるので、次のところ

で詳しく取り上げたいと思う。証拠使用の禁止に関する33条も、正当にも批判

にさらされている。加盟国の間で法治国として要求されると考えられているも

のがかなり異なることから、33条２項はすべての加盟国が受け入れることので

きる規定ではないであろう。すなわち、その規定は、ある加盟国の国内法に従

って適法に収集された証拠を別の加盟国で使用しようとするときに、その国で

はそのような証拠の収集は不適法であるという理由ではこれに反対することは

できないと定めているのである。

５．さまざまな加盟国の刑法学者から成る１つのグループがコルプス・ユーリ

スの起草というような大きな仕事に立ち向かったことは敬意を表するに値する

ことである。これまで述べてきたように、このプロジェクトは一連のすぐれた

成果を生んだ。他方で、首をかしげざるを得ない多くの内容も含んでおり、決

して模範とされるべきものではなかろう。ここでは、問題点として、誤った

傾向としての早期処罰の拡大、制裁に関する規定の不十分さ、組織体処罰に関

する規定の失敗だけをあげておこう。加盟国の法規定を相互に調和させるにあ

たっては、個々の法体系の発展段階が著しく異なるという事実を考慮しなけれ

ばならないが、それにしても専門的見地から見てコルプス・ユーリスが決定版

であるというようなことは言い得ないことであろう。

16）コルプス・ユーリス 20 条３項。
17）コルプス・ユーリス 24 条１項 b）。
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Ⅲ .

　現在、欧州勾留状を導入すべきかどうかの問題が特に大きな問題とされるに

至っている。欧州連合の閣僚理事会により行われた2002年の枠組み決定は、そ

の要件をあげている。該当する犯罪のカタログを見ると、コルプス・ユーリス

に列挙されている欧州連合の財政利益に向けられた犯罪よりも、はるかに拡大

されている。加盟国の立法者たちがこの欧州勾留状の導入に踏み切るならば、

該当する犯罪に関して、ある加盟国において勾留状が発せられたとき、他の

加盟国においてもそれは執行されなければならないことを意味する。結果とし

て、相互主義の原則にもとづく厳格な犯人引渡し法の要件はかいくぐられてし

まうこととなるでであう。とりわけ、ドイツが採用しているような自国民の引

渡しを禁止する憲法の原則は、もはや欧州連合の国々との関係では妥当しない

こととなってしまう。また、その行為が該当者の属する国の法によっても犯罪

となることも不要とされている。さらに、勾留に関し加盟国の間で法治国とし

て要求されると考えられているものがかなり異なることから、いくつかの国の

法体系にとってはきわめて不満足な結論が生じてくることになる。それに加え

て、欧州連合の枠組みガイドラインはこれまで欧州議会ではなく、閣僚理事会

の決定により作成されてきた。たしかに、これらを国内法に転換するためには

それぞれの加盟国の議会の決定が必要である。しかし、それぞれの国の議会は

枠組みガイドラインに拘束されるのであり、したがって、決定は閣僚理事会、

すなわち行政部が担い、立法機関により行われるのではないこととなる。身柄

の拘束は基本法により保護された個人の領域への国による最も強度な侵害を意

味することを考慮すると、ほかならぬ人身の自由の侵害との関係で議会を通し

ての正当化の付与なしにすませることは許されないといわなければならない。

　ドイツにおいても、また他の加盟国においても、欧州連合のこのガイドライ

ンに対しては強い異論が提起されたが、それももっともなことであった。それ

ばかりか、ドイツの刑法教授たちは、2003年秋に、そのためにドレスデンで開

かれた学会に集まり、専門的立場からの疑念を表明した。しかし、それにもか
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かわらず、ドイツは、加盟国中の最初のいくつかの国の１つとして、「欧州勾

留状法」を制定して、このガイドラインを国内法に転換し、この法律は2004年

の夏に施行されてしまったのである。ところが、その後、連邦憲法裁判所は、

この法律を違憲であると宣言した。それはこの法律がドイツ国民の基本権を十

分に保障するものではないという理由に基づくものであった18）。この法律が、

ドイツ国民を他国に引渡す際に、その要件の有無をドイツの裁判所に審査させ

る可能性をその者に保障していないことが問題とされたのであった。この判決

は、ドイツにおいて歓迎されているが、それは欧州連合による立法に対し限界

があることを示したものであり、その限界は個々の加盟国の主権から生じる保

護義務から生じるのである。欧州連合は連邦国家ではない。

Ⅳ .

　コルプス・ユーリスの起草者たちと他の学者たちは、提案された諸規定を、

欧州連合の財産的利益の保護という直接の関心事を超えて、包括的な統一的な

ヨーロッパ刑法の中核モデルとしたいと考えている。しかし、全体として統一

的な刑法を制定することがそもそも現実的な目論見であるのか、そして本当に

目指し甲斐のあるものなのかという疑問が生じる。ドイツ人にとっては、1871

年のドイツ統一の際に、統一的な刑法典が成立したことがただちに連想され

る。そのときまで、ドイツを形成する各国家は、各自の刑法典を持っていた。

しかし、ヨーロッパの問題状況との大きな違いを見逃すことはできない。当時

は、それ以前に各国は相互にきわめて類似した刑法典を持ち、それらは同一の

法的伝統にもとづいて発展してきたものだったのである。しかも、すでに統一

的なドイツ刑法学が存在していた。これに対し、欧州連合においては、特に英

米法系の刑法とヨーロッパ大陸法系の刑法という２つの著しく異なった刑法の

文化が併存している。それらは根本原則という点で異なる。たとえば、英米法

18）BVerfG NJW 2005, 2289.
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圏の刑法には体系的思考というものは殆ど見られない。そればかりでなく、法

典化を目指そうとする考え方があるかないか、そして処罰の範囲が広いか狭い

かという点でも著しく異なる。さらに、ヨーロッパ大陸法の国々の内部におい

ても、相互に大きな相違があり、学問的見地からは、たとえばフランス刑法と

他の多くのヨーロッパ諸国の刑法との間には大きな違いがあるし、特に文化的

見地からは、たとえば性刑法のいくつかの部分、堕胎罪の処罰、婚姻と家族の

刑法的保護といった領域で相互に大きな違いがある。従って、全体として統一

的なヨーロッパ刑法を生み出そうとする目論見は、これからも長期にわたり殆

ど現実性がないように思われる。なお、このことは、アメリカ合衆国における

1962年の模範刑法典および1973年のラテンアメリカ模範刑法典の経験に照らし

ても確証されることである。これらは、それぞれ相互にかなり類似した法的伝

統に関わるものであるにもかかわらず、統一的な刑法をもたらすには至らなか

ったのである。また、個々の問題点との関係でも、モデルとして役立ったとは

殆どいえない。

　さらに問題となるのは、一般的なヨーロッパ刑法の統一が目指す価値のある

目標であるのかどうかである。刑法は、倫理的最小限として、また最も峻厳

な国家的制裁手段として、あらゆる国家的秩序の中核的部分に属するものであ

る。したがって、そこには、各国の特性、伝統、価値的評価が反映している。

たしかに、刑法学の国際化傾向の進展という現象が観察でき、それは国境を越

えた普遍的刑法学への動きといい得るものである。しかし、それらは主として

犯罪の一般的要件に関する、学問的に普遍的に妥当する諸認識の獲得という側

面であり、個々の犯罪の内容や立法者によるその評価は、特に人権侵害に関わ

る国際刑法は別として、原則的に各国それぞれにまかされた問題である。そこ

で、そのような一般的な学問的認識の領域、国際刑法上の犯罪やその他の限定

された範囲の国際的な法益に関わる犯罪の領域を越えて、包括的な刑法の統一

化を実現しようとすることは、各国の文化的な相違を否定するものであり、そ

ればかりか技術官僚主義的均質化に帰着しかねないことであろう。従って、ヨ

ーロッパ諸国の刑法の一般的統一化は、ヨーロッパにおいて国民国家が存続す
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る限り、目標とすべきことではない。そして、ヨーロッパにおける国民国家の

存続は揺るぎないところなのである。欧州連合の加盟国が25か国となった現在

では、国民国家の存続はさらに揺るぎないものとなったといえよう。

　ただし、欧州連合固有の超国家的な財政利益を理由として、また、加盟国

間の国境がなくなることにより生じる経済空間の統一性を理由として、実際上

の統一の必要性がある刑法の部分領域については別問題である。予定されてい

る欧州憲法も、一般的な統一を目指すものではないことはすでに述べた。他方

で、部分領域における統一は、経済刑法の領域を越えて、さらに拡大する可能

性がないとはいえない。その点で特に疑問とされるところは、刑事手続法にお

ける動向である。たとえば、欧州勾留状の問題などを見ると、法治国家とし

て進んでいる加盟国はそこにおいて到達したスタンダードを低下させられてし

まうことを心配しなければならない事態が生じている。ちなみに、欧州連合の

刑法に関する権限が拡大し、それぞれの国の刑事立法のための拘束力あるガイ

ドラインを定立することができるようになり、さらには、刑法の領域をも含む

直接的な立法権限が認められるようになれば、これまでも存在する正当性の問

題、すなわち民主主義的正当性の問題がさらに先鋭化するであろうことも意識

しておくべきであろう。最も峻厳な国家的強制の形式としての刑法にとり、民

主主義的正当性を備えることは、法治国家としての基本的な要請である。その

ことは、井田良教授も、ドイツ語でも公表されている論稿の中ですでに指摘し

ているところである19）。欧州憲法草案は、欧州議会の関与を予定しているが、

しかし、加盟国の政府の代表からなる閣僚理事会の方がやはりより大きな役割

を営むこととされているのである。

　最後に指摘しておきたいことは、国民の欧州連合への情熱も冷める傾向にあ

ることである。それはすでに述べた、欧州憲法に対する国民投票による否決と

いう結果に特にはっきりと現れている。フランスとオランダは欧州連合の創設

期からのメンバーであったにもかかわらず、否決の結果となって現れたのであ

19）井田良「越境犯罪と刑法の国際化――問題の素描――」『神山敏雄先生古稀祝賀
論文集第１巻』（2006 年）677 頁以下。
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る。情熱が冷めてきていることの一因は、ブリュッセルの官僚機構の膨張に対

する批判が強くなってきたことであろう。それは、技術官僚があらゆるものの

規制に走り、また膨大な財政的支出をいとわない傾向にあることが明らかとな

ってきたからである。さらに、政治のレベルにおいてブレーキとなっているの

は、英国がつねに消極的であることと、新たに加わった東欧諸国が不満を持っ

ていることである。つまり、東欧諸国としては、ソ連の崩壊後に主権を完全に

取り戻したのに、今やそれを再び部分的に欧州連合に譲らなければならない事

態が生じていることに不満を感じているのである。しかしながら、他方におい

て指摘すべきことは、加盟国家間の経済的な絡み合いは今では高度に進展し、

一時的に統合への動きに停滞が生じることはあっても、後戻りすることはもは

や不可能であるということである。
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